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詳しくは、防災課（Ｔ829･1127、Ｆ829･1978）へ。
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手続方法 対象者には８月以降順次、お知らせを送付。
個人の状況によりお知らせが送付されない場合は、定額減税補足給付金（不足額給付）コールセンターへ。

定額減税補足給付金（不足額給付）を支給します

デジタル地域通貨デジタル地域通貨
「さいコイン」「たまポン」加盟店募集中！「さいコイン」「たまポン」加盟店募集中！

８月下旬から、総額10億円の還元キャンペーンが始まります！

申請期間 8月1日（金）～10月15日（水）（消印有効）

問 合 せ ●	定額減税補足給付金（不足額給付）コールセンター　
	 70120・568・232【土・日曜日、祝・休日を含む、9時～17時】
　    Ｆ0120・994・954
● 	定額減税補足給付金（不足額給付）申請サポート窓口（各区役所内）
　  8月1日（金）～10月15日（水）【土・日曜日、祝日を除く、9時～17時】

支 給 額

■

支給対象①に該当する方
　 定額減税しきれない額 （※2） －令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
　（※2）定額減税しきれない額とは、以下の（ア）と（イ）の合算額を1万円単位で切り上げた額

■

支給対象②に該当する方
　 一人当たり4万円を上限（令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円）　 

    （ア）令和6年分所得税の定額減税しきれない額
    　　＝所得税分定額減税可能額（3万円×（本人＋扶養親族等））－令和6年分所得税定額減税済額
    （イ）令和6年度住民税の定額減税しきれない額
    　　＝住民税分定額減税可能額（1万円×（本人＋扶養親族等））－令和6年度個人住民税所得割定額減税済額

支給対象 令和7年度個人住民税の課税自治体が本市であり、次の①又は②に該当する方
①�令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と、令和6年

度に実施した「定額減税補足給付金」との間で差額（不足）が生じた方
②�次の要件をすべて満たす方
　・�令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円（本人として定額減税の対

象外である）
　・税制度上の「扶養親族」に該当しない（青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万超の方）
　・��低所得世帯向け給付（※1）対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
　 �（※1）低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付（7万円）、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付（10万円）、令和6年度新たに

非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付（10万円）を指します。

市民 生 活 応 援
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クローズアップさいたま市   Ｈ https://www.city.saitama.lg.jp/

2025.8

約66億円相当の「さいコイン」と約10億円相当の「たまポン」が市内に流通します！

①導入費用＆月額固定費０円
②地元のお店で使われる「さいコイン」「たまポン」の利用者・利用額がどんどん増える施策がたくさん！　
　加盟店の利用特典が続 ！々
③プロモーションとしてもつかえる便利な機能

▍導入のメリット

詳しくは、さいたま市みんなのアプリコールセンター
(Ｔ0570・037・279、Ｆ711・1317)へ。 ▲導入の流れなどの

詳細はこちら
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各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は8ページに記載しています。

※中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ、二次元コード又は各問合せへ。

詳しくは、さいたまマラソン大会事務局(Ｔ762・8236、Ｆ762・8474)へ。

詳しくは、さいたまクリテリウム大会事務局(Ｔ762・8349、Ｆ762・8474)へ。

活 動 日	 11月9日㈰
活動内容	  設営補助、観戦案内などの運営補助や通訳
　　　　　　※10月中に説明会を開催します。
対 象	 15歳以上の方（中学生を除く）
定 員　 600人程度（抽選）

募集期間　 8月4日㈪の12時～9月16日㈫
申込方法　 大会公式Webサイト
　　　　　(Ｈhttps://saitama-criterium.jp/)へ。

活 動 日	 令和8年2月8日㈰
活動内容	  大会当日のコース整理、給水・給食、会場ランナーサービスなど
	 ※1月中に説明会を開催します。

対 象	 ▼15歳以上の方（中学生を除く）　 ▼小・中学生とその保護者
	 ※グループ・団体・ファミリー、ボランティアリーダーの募集もあります。

定 員	 5,000人（先着順）　　
募集開始　 8月4日㈪　12時
申込方法　 大会公式Webサイト（Ｈhttps://saitama-marathon.jp/）へ。

 さいたまマラソン2026
家族や友人と一緒にぜひご参加ください！

反映した
分野

898項目

◦福祉・医療 �  61
◦健康・スポーツ �  37
◦経済・産業 �  22
◦質の高い都市経営 �  16
◦防災・消防 �  16
◦�コミュニテイ・ 

人権・多文化共生 �  13
◦文化 �  2

◦都市インフラ 　 184

◦公共施設 　 215

◦環境 　 61

◦子ども・子育て 　 62

◦その他 　 77

◦生活安全 　 71

◦教育 　 61

詳しくは、広聴課(Ｔ829・1931、Ｆ825・0665)へ。

「わたしの提案」は、市政に関する建設的な提案を、市長に対して寄せていただく制度です。
提案は、担当部署で対応し、市政への反映に努めます。令和６年度は3,005通（3,782項目）
の提案が寄せられ、そのうち898項目を反映しました。（７年７月１日現在）

市長への提案制度  「わたしの提案」をご利用ください

紙への記入をやめて、窓口手続きを電子化してほしいです。

➡7年1月31日から区役所の証明書発行窓口等で、申請者に名
前を記入してもらうだけで手続が完了する「書かない窓口」を、
西区役所で先行導入しました。7年度中に全区に導入予定です。

第1子が認可外保育施設に在園している場合も、第2子の認可保育施設
利用料を半額にしてほしいです。

➡7年9月から、第1子が認可外保育施設に在園の場合も、認可保育施設に在
園する第2子の保育料を半額とします。

主
な
反
映
事
例

市役所、各区役所、各支所など市の主な施設や市内各駅に設置された専用の用紙・ 
封筒で提案することができます。また、専用ファクス(Ｆ0120･310448)、
市民の声ウェブ（Ｈhttps://city-saitama.seagull-lc.com/shiminnokoe/client)
でも受け付けています。 ※専用ファクスは市内からの送信に限ります。

提
出
方
法

ボランティアを募集します！さいたまマラソン2026
2025ツール・ド・フランス
  　　さいたまクリテリウム

2025 ツール・ド・フランス 
さいたまクリテリウム


